
 ○
総
務
省
告
示
第
百
七
十
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
三
十
四
条
の
八
（
同
令
第
三
十
六
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
七
号
（
固
定
電
話
端
末

及
び
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
の
電
気
的
条
件
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



 

 

  

改  正  後 改  正  前 

別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末 別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末 

［第１～第３ 略］ ［第１～第３ 同左］ 

第４ 無線設備規則第49条の６の９又は第49条の６の10に規定する方式の無線設備を使用する

端末設備の電気的条件等 

第４ 無線設備規則第49条の６の９又は第49条の６の10に規定する方式の無線設備を使用する

端末設備の電気的条件等 

 ［１～８ 略］  ［１～８ 同左］ 

 ９ 救済網に過大な負荷を与えないようにする機能  ［新設］ 

  ⑴ 救済網（端末設備等規則第32条の24の２に規定する救済網をいう。⑵において同

じ。）への接続は、基地局から報知される規制情報に従って行うこと。 

 

  ⑵ 救済網へ接続した際に救済網から拒否信号を受信したときは、当該拒否信号に付され

た再送間隔に指定された間隔をおいた後に接続を試みること。ただし、再送間隔の指定

が無い場合は、12分以上の間隔をおいた後に接続を試みること。 

 

   ⑶ 無線設備規則第49条の６の９第１項及び第５項に規定する陸上移動局の無線設備又は

同条第１項及び第６項に規定する陸上移動局の無線設備を使用する端末設備並びに複数

の電気通信事業者のデジタルデータ伝送用設備（端末設備等規則第２条第２項第15号に

規定するデジタルデータ伝送用設備をいう。以下⑶において同じ。）に接続する機能を

有しない端末設備及び専ら試験を行うことを目的としてデジタルデータ伝送用設備に接

続する端末設備（専ら本邦外において使用するものに限る。）にあっては、⑴及び⑵の

規定を適用しない。 

 

 10 その他  ９ その他 

   端末設備等規則第22条第２号、第23条、第26条から第28条まで及び第32条の24の２第３

号に規定する機能と同等の機能を備えること。ただし、９⑶に規定する端末設備にあって

は、同号に規定する機能と同等の機能を備えることを要しない。 

   端末設備等規則第22条第２号、第23条及び第26条から第28条までに規定する機能と同等

の機能を備えること。 

［第４の２～第７ 略］ ［第４の２～第７ 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。 



  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
七
号
別
表
第
五
号
第
４
の
条
件
に
適
合
す
る
端

末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法

律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）

第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
認
定
、
法
第
五
十
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
認
証
、
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
端
末
設
備
の
接
続
の
検
査
若
し
く
は
法

第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
営
電
気
通
信
設
備
の
接
続
の
検
査
（
次
項
に
お
い
て
「
技
術
基
準
適
合
認
定
等

」
と
い
う

。
）

を
受
け
、
又
は
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
の
届
出
（
次
項
に

お
い
て
単
に
「
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
の
届
出
」
と
い
う

。
）

を
行
っ
た
も
の
の
電
気
的
条
件
等
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
技
術
基
準
適
合
認
定
等
を
受
け
、
又
は
技
術
基
準
適

合
自
己
確
認
の
届
出
を
行
う
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末

又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
（
事
業

用
電
気
通
信
設
備
規
則
及
び
端
末
設
備
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
七
年
総
務
省
令
第
五
十
四
号
）
附



 

則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
技
術
的
な
困
難
性
、
利
用
者
へ
の
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

と
し
て
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く

。
）

と
構
造
上
一
体
と
な
っ
て
い
る
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通

信
設
備
及
び
モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
第
一
条
第

二
項
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
を
い
う

。
）

を
除
く

。
）

の
電
気
的
条
件
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の

告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。 


